
１．地区計画の方針

２．地区整備計画

「区域は計画図表示のとおり」

〔理由〕

（２）広告物は自家用に限り、周辺の景観に配慮したものと

め建築物等に関する誘導を行い地区計画を決定しようというものである。

形態又は意匠の （１）建築物の屋根及び外壁の色彩は、原色を避けるなど周

制限 　辺の景観に配慮した色調とする。

できる建築物に限る。

物の形態又は意匠の制限を行い、良好な住環境の確保を図

る。

建築物等の整備方針 　建築物の用途及び高さの制限、敷地面積の最低制限、建

　当地区は、万行町夢見通り地区において、良好な環境の住宅地の維持保全を図るた

周辺は準工業地域に囲まれた、低層な専用住宅で形成され

た住宅地である。今後も良好な住居環境の保護を図ること

を目標とする。

の保護を図り、敷地の細分化の防止等により、閑静で落ち

着きのある住宅地の形成を図る。

限度

敷地面積の最低 １５０㎡
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面　　　　積 約０．７ｈa

地区計画の目標 　本地区は、ＪＲ七尾駅より東へ約２．５ｋｍに位置し、

土地利用の方針 　本地区の土地利用は、現在形成されている良好な住環境
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の制限 の規定による第一種低層住居専用地域内で建築することが
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　当地区に建築できる建築物は建築基準法第４８条第１項

位　　　　置 七尾市万行町の一部

七尾都市計画地区計画の決定（七尾市決定）

　七尾都市計画万行町夢見通り地区地区計画を次のように決定する。

名　　　　称 万行町夢見通り地区　地区計画


